
平
成
十
九
年
十
月
四
日
提
出

質

問

第

八

六

号

個
人
情
報
保
護
と
外
務
省
職
員
の
公
務
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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個
人
情
報
保
護
と
外
務
省
職
員
の
公
務
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
六
年
三
月
二
十
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
六
六
号
）
で
は
、
個
人
情
報
の
定

義
に
つ
い
て
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項

に
お
い
て
は
、
『
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に

よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
』
と
定
義
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
二

〇
〇
七
年
十
月
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
二
号
、
以
下
、
「
政
府
答
弁
書
」
と
い

う
。
）
で
は
、
二
〇
〇
七
年
九
月
二
日
付
北
海
道
新
聞
一
面
記
事
（
以
下
、
「
道
新
記
事
」
と
い
う
。
）
で
触
れ
ら
れ
て
い

る
、
北
海
道
新
聞
記
者
か
ら
の
取
材
に
対
し
て
「
そ
の
よ
う
な
話
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
の
回
答
を
行
っ
た
外
務
省
欧
州

局
ロ
シ
ア
課
の
事
務
官
の
氏
名
を
問
い
質
し
た
と
こ
ろ
、
「
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
公
表
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
お

答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
政
府
答
弁
書
」
で
い
う
個
人
情
報
保
護
の
定
義
如
何
。
「
政
府
答
弁
書
」
で
い
う
個
人
情
報
と
し
て
保
護
さ
れ
る
情
報

と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
情
報
を
指
す
の
か
、
外
務
省
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



二

公
務
の
定
義
如
何
。

三

一
般
に
、
公
務
に
関
連
す
る
行
為
を
行
う
外
務
省
職
員
の
官
職
氏
名
は
、
一
で
い
う
保
護
さ
れ
る
個
人
情
報
に
該
当
す
る

か
。

四

外
務
省
職
員
が
外
交
政
策
に
関
す
る
取
材
を
新
聞
社
等
か
ら
受
け
る
こ
と
は
、
一
で
い
う
保
護
さ
れ
る
個
人
情
報
に
関
連

す
る
個
人
的
な
行
為
と
、
二
で
い
う
公
務
に
関
連
す
る
行
為
の
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
か
。
外
務
省
の
認
識
如
何
。

五

「
道
新
記
事
」
に
あ
る
「
そ
の
よ
う
な
話
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
の
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
の
事
務
官
に
よ
る
北

海
道
新
聞
社
の
取
材
を
受
け
て
の
回
答
（
以
下
、
「
回
答
」
と
い
う
。
）
は
、
一
で
い
う
個
人
情
報
に
関
連
す
る
個
人
的
な

行
為
と
、
二
で
い
う
公
務
に
関
連
す
る
行
為
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
も
の
か
。

六

五
で
「
回
答
」
が
二
で
い
う
公
務
に
関
連
す
る
行
為
で
あ
り
、
か
つ
三
で
公
務
に
関
連
す
る
行
為
を
行
っ
た
外
務
省
職
員

の
氏
名
が
一
で
い
う
保
護
さ
れ
る
個
人
情
報
に
該
当
し
な
い
と
外
務
省
が
認
識
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
「
政
府
答
弁
書
」
で

「
回
答
」
を
行
っ
た
事
務
官
の
氏
名
を
外
務
省
が
公
表
し
な
い
の
は
論
理
的
整
合
性
が
な
い
と
思
料
す
る
が
、
外
務
省
の
見

解
如
何
。

七

五
で
「
回
答
」
が
一
で
い
う
個
人
情
報
に
関
連
す
る
個
人
的
な
行
為
で
あ
る
と
外
務
省
が
認
識
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、

二



「
回
答
」
に
対
す
る
責
任
は
誰
が
負
う
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


